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Ⅰ はじめにー近年の社会問題

〇 新型コロナウイルス感染症への対応

〇 大規模自然災害(次期南海トラフ地震)への対応

〇 人口減少・少子高齢化社会への対応
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1 新型コロナウイルス感染症への対応

(1)
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（2）新たな生活様式に向けて
感染症は社会構造を変えるー距離を超えてつながる時代へ

〇 beforコロナーコロナ感染以前
〇 withコロナーコロナ禍(パンデミック)の期間

ワクチンや特効薬等でコロナを閉じ込めるまでの期間
〇 afterコロナーコロナをある程度コントロールできる状態
〇 postコロナへ

・暮らしの質を変えていく社会
⇒単に三密やマスク、手洗いだけではなく、
「人と人」「人と空間」「人と働き方」の新たな関係の仕組みづくり

ースマホ、テレビ会議、テレワーク、リモートワーク等
・災害や感染症等にも対応できる社会
⇒被災者や感染者の支援体制や命を守る医療体制等の整備とともに、

災害等に起因する社会的弱者や生活困窮者等の暮らしを守る仕組みづくり
⇒災害時等における保健、医療、福祉制度の在り方

地域における見守りや相談支援の仕組みづくり
人権を尊重し、命と暮らしを守る社会づくり 4
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2 大規模自然災害(次期南海トラフ地震)への対応 (資料提供:高知市防災対策部)

(1)特徴



(2)南海トラフ地震に備える
災害時の被害を最小化する「減災対策の推進」

ーたとえ被災しても人命が失われないことを最重視ー

〇Ⅼ1・Ⅼ2への対応ー(Ⅼ1:100年に一度・Ⅼ２:1000年に一度)
・揺れから命を守る
・津波から命を守る
・守った命をつなぐ
・地域の防災力の向上
災害から命を守る⇒まずは自助・互助ー家族や隣人(向こう三軒両隣)

次には共助ー町内会など地域の住民の方々
最後に公助ー消防・警察・自衛隊等の行政機関等

特に避難行動要支援者対策ー要支援者への体制整備必要
◇個別計画 ◇見守り活動 ◇災害時の避難支援等

〇Ⅹデイ？
6



3 人口減少・少子高齢化社会への対応
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(2) 我が国人口の推移
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(3) 2025年問題・2040年問題

〇 2025問題ー団塊の世代が75歳以上となることで後期高齢者が約2200万人
→国民の5人に1人が75歳以上
⇒ 2025年までに起こる問題
「人口と労働力」「医療」「介護」「社会保障費」「空き家」

〇 2040問題ー団塊世代のジュニアが65歳以上に突入ー高齢化率約35%
→1人の高齢者を1.5人の現役世代が支える状況
⇒ 2040年に起こる問題
「社会保障費(年金)」「医療・介護」「高齢者の貧困」「自治体(インフラ)」

人生100年の制度設計の見直し
・現役世代の就労期間の見直し
・高齢者の就労プラス社会参加・社会貢献等のいきがいづくり

社会だけでなく、自分自身の健康にも役立つ
ー地域活動等への参加は⾧生きにつながる
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<参考ー2024年の主な国の人口> (単位:万人) (「世界人口白書2024」より抜粋)

001 インド １４億４，１７０万人
002 中国 １４億２，５２０
003 アメリカ ３億４，１８０
004 インドネシア ２億７，９８０
005 パキスタン ２億４，５２０
006 ナイジェリア ２億２，９２０
007 ブラジル ２億１，７６０ (以上が人口２億人を超えるの国)

012 日本 １億２，２６０万人 071 オランダ １，７７０万人
019 ドイツ ８，３３０ 087 スウェーデン １，０７０
022 イギリス ６，８００ 097 イスラエル ９３０
023 フランス ６，４９０ 114 デンマーク ５９０
025 イタリア ５，８７０ 117 ノルウェー ５５０
028 韓国 ５，１７０ 117 フィンランド ５５０
032 スペイン ４，７５０ 175 アイスランド ４０
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(4) 世界人口増ー新しい国の形
〇世界人口(国連データ:2024年７月11日発表)

2019年 77億人

2024年 82億人

2030年 85億人

2050年 100億人

⇒ 今後25年で約18億人増

2080年台半ば 103億人(ほぼピーク)

⇒ 今世紀末2100年 102億人に減少

平均寿命の伸びと少子化により高齢化進行

生産年齢人口の割合低下が社会保障制度に圧力

グローバルな視点から

持続可能な開発目標(ＳＤＧs)達成への影響ー2016～2030年の15年間

世界的な人口の規模、年齢構成、分布の変化⇒経済・社会福祉・環境等の分析必要

日本や先進国の人口減少

移住、外国人の受け入れ等も含め、世界全体、人類全体が暮らしていける環境づくり大切
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Ⅱ 高知県・高知市の現状

(令和6年5月17日第1回高知市若年人口増加検討会資料より）

(1)高知県

１ 人口推移
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（2）高知市
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（3）2025年・2040年の国と高知県・高知市の人口構造等の比較

ー2025年ー ー2040年ー

人口 稼働年齢者数 高齢者数 人口 稼働年齢者数 高齢者数
<うち75才以上>                                                                                 <うち75歳以上>

国
1億2,388万人 7,374万人(59.5%) 3,625万人(29.3%)            1億1,284万人 6,215万人(55%) 3,928万人(35%)

<2,066万人>(16.7%)                                                                                 <2,227万人>(20%)

高知県
65.2万人 34.4万人(52.7%)     24.0万人(36.8%)                   53.6万人 26.3万人(49.1%) 22.1万人( 41.2%)

<14.6万人>(22.4%)                                                                                    <13.6万人>(25.4%)

高知市
31.1万人 9.7万人(31.4%)                  24.9万人 9.9万人( 39.6%)

<  5.8万人>(18.5%)                                                                                         <5.5万人>(22.1%)

○国の数値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和５年推計)」より。ただし、２０２５年数値は２０２４年８月１日確定値。

○高知県の数値は国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ抜粋（２０１８(平成３０）年３月３０日）によるもの。

○高知市の数値は高知市の独自推計によるもの。（２０２４（令和6）年3月高知市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画資料より）
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(1) ー1 高知県における生活福祉資金 新型コロナ感染症特例貸付の状況
(令和2年3月～令和4年7月)

内容貸付決定額貸付件数資金種別

上限20万円で1回のみ貸付1,869,045千円10,567件特例緊急小口資金

月額20万円(単身世帯15万円)を3か月間貸付4,254,700千円8,052件特例総合支援資金(初回)

なお困窮している場合に3か月間延⾧2,341,610千円4,428件特例総合支援資金(延⾧)

なお困窮している場合に更に3か月間追加2,889,920千円5,469件特例総合支援資金(再貸付)

（令和2年3月～令和4年9月 28,872件 11,497,135千円）11,355,275千円28,516件合計

【貸付実績】(高知県社協資料より)

【貸付申込の受付期間】

期間資金種別
令和2年3月25日～令和4年9月30日特例緊急小口資金

令和2年4月20日～令和4年9月30日特例総合支援資金(初回)

令和2年7月15日～令和3年6月30日(受付終了)特例総合支援資金(延⾧)

令和3年2月19日～令和3年12月31日(受付終了)特例総合支援資金(再貸付)

2 貧困問題

・全国のシェア 特例貸付総額 約1兆４千億円→県 人口比率1.4兆円／1.2億人×県人口69万人＝80.5億円＜113.6億円
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貸付件数の推移

合 計総合(再貸付）総合(延⾧）総合支援資金緊急小口資金貸付種別

18,8213,6682,9905,2416,922件数

7,473,850千円1,942,370千円1,568,050千円2,746,790千円1,216,640千円貸付金額

（1）ー2 高知市における生活福祉資金 新型コロナ感染症特例貸付の状況（令和2年3月～令和4年7月）

計総合支援資金緊急小口貸付種別

11件0件11件平成30年度

9件0件9件令和元年度
(令和2年2月まで)

13,097件7,845件5,252件令和２年度
(令和２年３月から)

5,724件4,054件1,670件令和3年度

R2年／R元年＝13,097件／9件＝1,455倍

・全国のシェア 特例貸付総額 約1兆４千億円 →市 人口比率1.4兆円／1.2億人×市人口32万人＝37.3億円＜74.7億円
17
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合計90歳～80～89歳70～79歳60～69歳50～59歳40～49歳30～39歳20～29歳～19歳年齢

6,0435475669061,3021,4021,02177717件数

合計女男性別

6,0432,4783,565件数

合計分類不能無職
講師・

その他専門
的職業

イベント関
係製造業農林漁業事務清掃業警備業運搬輸送・

運転
建設・
土木

営業・
販売

その他
サービス業

娯楽・
接客業理美容介護・

医療宿泊業飲食業職種

6,04317827716049124981061291561654917228291752981552031471,581件数

(1)ー3 特例緊急小口資金の貸付状況（令和2年3月～4年3月までの貸付件数6,773件のうち6,043件の分析調査結果）

40代と50代で

約44.7%

飲食業 26.2%

宿泊業 2.4%

娯楽・接客業 4.9%

輸送・運転 8.1%

主な観光関連産業で41.6%(4割）
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〇減収理由について

割合件数内容

79.4%3,516客減少，仕事減少

9.7%428解雇，雇止め，廃業

4.4%193就職活動が難航

5.5%245その他

1.0%45無回答

4,428 100％

〇雇用形態について

割合件数内容

37.0%1,638自営業・個人事業主等

17.8%790正規職員

13.1%580非正規職員

12.7%563非正規非常勤職員

19.4%857無回答

4,428 100％

(1)－4特例貸付の主な貸付要因（高知県社協資料，延長貸付を利用している方の状況について，自立相談支援機関が作成する「状況確認シート」の

記載内容を元に集計を行い，申込開始から終了までの総件数4,428件を母数としたもの。）

25.8％

・コロナ禍による客の減少，シフトの減少，仕事発注の減少等

によるものが大半である。

・農業・漁業等においては，「収穫できても出荷できない」等の

状況が散見される。

・併せて，コロナにより解雇・廃業となった方や、就職活動が

難航している方も少なくない。

・自営業・個人事業主の割合が多い。

・雇用されている方は，正規雇用よりも非正規雇用の割合が多い。
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〇収入状況について

・全体として大きく減少している。

・収入が途絶えた(０円)世帯も著しく増加している。

割合件数内容(月額)

1.0%450円

1.2%530円～5万円

9.1%4055万円～10万円

17.1%75810万円～15万円

20.5%90715万円～20万円

18.1％80020万円～25万円

8.8％38925万円～30万円

19.7％87430万円以上

4.4％197無回答

（収入減少前）

割合件数内容(月額)

26.2%1,1590円

12.9%5690円～5万円

22.9%1,0135万円～10万円

20.6%91210万円～15万円

8.8%39015万円～20万円

4.0％17820万円～25万円

0.8％3625万円～30万円

2.0％8730万円以上

1.9％84無回答

（現在の収入）

4,428 100％

55.7％

10万円以下

62.0%

15万円以下

82.6％

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0～5 5～10 10～15 15～20 20～25 25～30 30以上 無回答

収入減前 現在の収入

件数

万円

高知市の生活保護費の目安ー世帯主が41歳～59歳の場合

・単身世帯 約10.3万円／月 ・３人世帯 約19.0万円／月

・２人世帯 約16.2万円／月 ・４人世帯 約22.6万円／月

4,428 100％
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〇住居について

・家賃を支払っている方が全体の6割を占める。

割合件数内容

34.3%1,518持家

17.6%779借家

35.6%1,577賃貸アパート・マンション

8.8%389公営住宅

0.5%21会社の寮，借り上げ住宅

0%0野宿

2.8%126その他(親の持家，兄弟の持家，友人宅等）

0.4%18無回答

4,428 100％

〇同居者について

・同居者のいない単身世帯が4割を占める。

割合件数内容

40.5%1,794１人(単身)世帯

26.8%1,186２人世帯

15.5%687３人世帯

9.8%433４人世帯

4.7%208５人世帯

1.5％66６人世帯

0.8％36７人世帯

0.4％18無回答

4,428 100％

62.5％
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≪特例貸付≫ 滞納月数別償還件数 （高知市：R6年5月末）

うち
対象件数割合滞納月数フェーズ

（鏡）（土佐山）（春野）（旧高知市）

96683,168
3,25134.3%0か月N

(46.1%)17.6%～2か月（順調償還）

12191,223
1,24535.6%3か月A

(17.6%)8.8%～5か月（短期滞納）

007380
3870.5%6か月B

(5.4%)0%～12か月（中期滞納）

36292,126
2,1642.8%13か月C

(30.7%)0.4%13か月（⾧期滞納）

13141236,897
7,047

（債権）

償還開始
時期

貸付件数資金種別

R5.1月～6,927緊急小口
R6.1月～
R5.1月～5,358総合・初回
R6.1月～
R6.1月～2,969総合・延⾧
R7.1月～3,648総合・再貸

18,092合計

18,092貸付件数
7,992免除件数（累計）
7,047要償還件数
3,648据置期間中（当初予定）

（R6.5月まで受付分）※参考
県データ
高知市分

(1)ー5 特例貸付の償還状況
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(2)高知市の生活保護の状況（高知市福祉事務所資料より）

① 被保護世帯と保護人員

7450

7704

8258

8863

9281
9526 9517 9480 9427

9291
9171

9032
8905

8745
8557

29.6 30.6
33.3

36 37.7 38.3 38.3 38 37.5 36.6 35.7 35 34.5 33.6 32.9

21.7 22.7 24.6 26.3
27.6 28.4 28.4 28.2 27.9 27.5 27.1 26.8 26.4 25.9 25.5

12.3 12.9
14.6

15.9 16.5 17 17.1 17.1 17.1 16.9 16.7 16.5 16.4 16.3 16.3

0
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7000

8000

9000

10000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

年度

高知市の被保護世帯数と保護率
保護世帯 保護率(‰） 高知県(‰) 国(‰)世帯数

生活保護率は近年，コロナ禍にあっても減少傾向

Ｒ６年度 国16.2 高知県18.1 高知市32.9

保護率‰保護人員保護世帯
年度

高知市（停止世帯除く）

29.610,2037,450H19

30.610,5027,704H20

33.311,3918,258H21

36.012,2768,863H22

37.712,8079,281H23

38.313,0949,526H24

38.313,0379,517H25

38.012,8899,480H26

37.512,6739,427H27

36.612,2849,291H28

35.711,9379,171H29

35.011,6219,032H30

34.511,3628,905R元

33.610,9968,745R２

32.910,6408,557R３

‰
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　本市の世帯類型別世帯数と全被保護世帯に占める割合　　　　 （各年度　３月末現在）

H24 4,291 45.0% 3,958 41.5% 722 7.6% 1,518 15.9% 1,174 12.3% 1,821 19.1% 9,526

H25 4,451 46.8% 4,105 43.1% 690 7.3% 1,420 14.9% 1,209 12.7% 1,747 18.4% 9,517

H26 4,643 49.0% 4,288 45.2% 685 7.2% 1,305 13.8% 1,214 12.8% 1,633 17.2% 9,480

H27 4,804 51.0% 4,444 47.1% 642 6.8% 1,183 12.5% 1,274 13.5% 1,524 16.2% 9,427

H28 4,827 52.0% 4,471 48.1% 585 6.3% 1,085 11.7% 1,296 13.9% 1,498 16.1% 9,291

H29 4,950 54.0% 4,587 50.0% 461 5.0% 1,128 12.3% 1,072 11.7% 1,560 17.0% 9,171

H30 4,963 54.9% 4,603 51.0% 425 4.7% 987 10.9% 1,100 12.2% 1,557 17.2% 9,032

R元 4,935 55.4% 4,576 51.4% 398 4.5% 894 10.0% 1,110 12.5% 1,568 17.6% 8,905

R２ 4,932 56.4% 4,578 52.3% 345 3.9% 847 9.7% 1,084 12.4% 1,537 17.6% 8,745

R３ 4,873 56.9% 4,537 53.0% 318 3.7% 784 9.2% 1,130 13.2% 1,452 17.0% 8,557

被保護
世帯数

年度
うち単身世帯

高齢者世帯
その他の世帯障害者世帯傷病者世帯母子世帯

② 高知市の世帯類型別世帯数と全被保護世帯に占める割合

高知市
高齢化率年度

24.0%H24

25.0%H25

26.1%H26

27.0%H27

27.7%H28

28.3%H29

28.8%H30

29.2%R元

29.7%R2

30.1%R3

生活保護世帯のうち

高齢者世帯が56.9%

うち，単身世帯53％で

高齢者世帯の93.1%

(各年4月1日時点の高知市住民基本台帳）
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① 全国の要保護・準要保護児童(文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課(令和３年12月)調査結果資料より）

(3) 就学援助の実績

〇市町村が実施する準要保護への就学

援助では，多くの市町村で複数の認

定基準を設定している。

〇主な認定基準のうち「生活保護の基

準額に一定の係数を掛けたもの」を

認定基準としている自治体75.2%

〇「生活保護の基準額に一定の係数を

掛けたもの」では，1.3倍以下と回答

した市町村の割合が最も多い。41.1％

25



令和2年度
全児童生徒数 25,455人

準要保護要保護

5,973人
（23.5％）

553人
（2.2％）

合計 6,526人
(25.6%）

令和元年度
全児童生徒数 25,771人

準要保護要保護

6,133人
（23.8.％）

613人
（2.4％）

合計 6,746人
(26.2%）

平成30年度
全児童生徒数 26,131人

準要保護要保護

6,287人
（24.1％）

673人
（2.6％）

合計 6,960人
(26.６%）

② 高知市小中学校の要保護・準要保護児童(市政あんないより）

要保護

2.6%

（673人）

準要保護

24.1％

（6,287人）

以外

73.3%

（19,171人）

要保護 準要保護 以外

要保護

2.4%

（613人）
準要保護

23.8%

（6,133人）

以外

73.8%

（19,025人）

要保護 準要保護 以外

要保護

2.2%

（553人）

準要保護

23.5％

（5,973人）

以外

74.4%

（18,929人）

要保護 準要保護 以外

クラスの4人に1人が要保護・準要保護児童

〇準要保護の認定基準については生活保護基準の1.3倍以下（高知市教育委員会）

令和2年度小中学校の準要保護児童 5,973人

26



(4) 低所得者の状況

① 高知市の住宅ストックの状況 (第二期高知市住生活基本計画2022～2031より)

27
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② 年収３百万円未満の世帯の状況（「平成30年住宅・土地総計調査結果」より作成）

年収3百万円未満の世帯割合 全 体 43％

公営借家 75％

民営借家 54％

年収3百万円未満の世帯割合 全 体 42％

公営借家 77％

民営借家 49％



(5)その他の低所得関係資料
① 住民税非課税世帯

〇日本全体の住民税非課税世帯数の割合(令和4年国民生活基礎調査より)

調査世帯数1万世帯のうち、住民税非課税世帯数2,424世帯→24%

〇高知市の住民税非課税世帯数(令和5年1月1日時点)

約16万4千世帯のうち、住民税非課税世帯数 5万215世帯→30.6%

② 年収３百万円以下の世帯割合(平成30年・令和５年住宅土地統計調査より)

全国総世帯数の 34%(H30) 34%(R5)

高知市総世帯数の43%(H30) 42%(R5)

③ 生活保護の状況(厚生労働省被保護者調査(令和元年11月時点)

(1) 全国平均保護率 1.64%

(2) 都道府県別保護率 ①大阪府 3.15%   ②北海道 2.98%   ③高知県 2.64%

④沖縄県 2.62%    ⑤福岡県 2.41%   ⑥青森県 2.32%

(3) 中核市別保護率 ①函館市 4.50%    ②那覇市 4.09%  ③尼崎市 3.94%

④東大阪市3.70%   ⑤旭川市 3.68%   ⑥高知市 3.47%

④ 都道府県別相対的貧困率(住宅土地統計調査2018(平成30年)より)

全国平均19.09% ①徳島県 22.18%    ②高知県 21.45%  ③青森県 20.95%

④和歌山県20.94%   ⑤沖縄県 20.91%   ⑥宮崎県 20.74%

(相対的貧困率ー国民を所得順に並べて、真ん中の順位の人の半分以下しか所得のない人(貧困層)の比率)
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Ⅲ ２０４０年問題に対する国と地方の役割

1 地方自治法の定める「国と地方の役割分担」
<国が果たすべき役割>

(1)国際社会における国家としての存立にかかわる事務

(2)全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な

準則に関する事務

(3)全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施

<都道府県の役割>

市町村を包括する広域の地方公共団体として、①広域にわたるもの、②市町村に関する連絡調整、

③その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められる事務処理

<市町村の役割>

基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされるものを除き、一般的に「地域におけ

る事務及び法令で定められたその他の事務」を処理
30



2 ２０４０年問題への対応

(1) 社会保障制度
⇒ 国において全世代対応型の社会保障制度の構築

(2) 雇用対策
⇒ 国において高齢者雇用安定法の改正

(3) 持続可能なまちづくり
⇒ 地方自治体が住民の命と暮らしを守るための

生活環境の改善や地域の魅力を高めための活動に取り組む
⇒ 住民の命と暮らしに関する問題・課題の解決に向けての制度の新設や

見直し等を国に対して要望・提言していく

31
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高知市における生活困窮者自立支援制度の事業実施体制

実施主体事業名実施区分

市社協
自立相談支援事業（委託）
相談者の課題を分析しニーズを把握。必要な制度やサービスの提案。

必
須
事
業 市社協

高知市

住居確保給付金
離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責によらず給与等を得る機会がそれと同等程度減少している場合において、一定の

要件を満たした場合に家賃給付を行う。

市社協
家計改善支援事業（委託）
収入はあるがやりくりができない相談者に対し、家計の見直しにより生活再建を目指す。

任
意
事
業

市社協
高齢協

居住支援事業（協定）
住居を持たない相談者に対して、緊急的な衣食住の確保と自立を支援する。

NPO法人
子どもの学習支援事業（委託）
貧困の連鎖防止等を目的に健康福祉部と教育委員会で連携し、現在、市内10カ所で学習支援実施

市社協
就労準備支援事業（委託）
すぐに一般就労が困難な相談者に対して、段階に応じた就労支援を行う。

市社協他
認定就労訓練事業（認可）
高知市の認可事業所として就労訓練の場の提供・受入を行う。
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Ⅳ 高知県の今後のまちづくりの方向性
１ 持続可能なまちづくり
⇒地方自治体が住民の命と暮らしを守るための生活環境の改善や地域の魅力を高めための活動に取り組む

〇住民の命と暮らしを守ることー住民福祉の増進(地方自治法第1条の2)ー「福祉でまちづくり」の展開
「福祉とは」→ふだんのくらしができるしあわせ

〇健康で⾧生きできる環境をつくっていく
〇自給自足の暮らしを目指すーまず地産地消から
〇先人が培ってきた歴史や文化の保存・継承、そして新たな歴史を創造していく
〇地域資源の活用ー温暖な気候・豊かな自然・豊富な食材を利活用していく
〇地域の魅力を高め、関係人口づくりを図っていく
〇高知の弱みやピンチをチャンスとして活かす

・シルバー産業ー10年先行して高齢社会への対応してきたノウハウや福祉施設等の活用
・防災対策事業ー集中豪雨や南海トラフ地震に対応する経験や知識、技術等の活用

〇「人と人」「人と地域」の絆を育んでいく
⇒ひとり一人の住民にとってウェルビーイングなまちづくりに取り組んでいく

(「こころ」「からだ」「社会的なつながり」が健やかで満たされている状態)
⇒「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会の実現」をめざし、

高知型共生社会の構築に取り組んでいく 35



2 世界幸福度度ランキング (「世界幸福度調査2025」より)

世界幸福度ランキングは、2022年から2024年の3年間が対象。
自分の人生について0～10の11段階で現在どの位置にいるか自分で評価。(0:最悪～10:最高の生活)
幸福度算出の６項目(①一人当たりのＧDＰ ②社会的支援 ③平均健康寿命

④人生における選択の自由度 ⑤個々人の寛容度 ⑥腐敗の認識）
対象:各国1,000人以上。世界140か国以上、10万人以上が回答。 (ＧDＰ)

1位 フィンランド 人口 ５５０万人(47位)
2位 デンマーク ５９０ (36位)
3位 アイスランド ４０ (106位)
4位 スウェーデン １，０７０ (25位)
5位 オランダ １，７７０ (18位)
6位 コスタリカ ５２０ (72位)
7位 ノルウェー ５５０ (32位)
8位 イスラエル ９３０ (27位)
9位 ルクセンブルク ７０ (74位)
10位 メキシコ １億２，９４０ (15位)
40位 イタリア(8位)
22位 ドイツ(3位) 23位 イギリス(6位) 24位 アメリカ(1位) 33位 フランス(7位)
38位 スペイン(12位) 55位 日本(5位)(うち北海道５０９・九州１，４１４・四国３６５万人)
58位 韓国(13位) 68位 中国(2位) 118位 インド(4位) (人口は世界人口白書2024より)
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3 結びに

〇新型コロナウイルス感染拡大からの教訓
⇒人権を尊重し、命と暮らしを守る社会づくり

〇南海トラフ地震に備える
⇒災害から命を守るー特に自助・互助(向こう三軒両隣)が大切

〇人口減少・少子高齢社会
⇒人生100年の制度設計の見直し
高齢者の就労＋社会参加・社会貢献等による
生きがいづくりと地域づくり

今後、高知型共生社会の実現に向けて
「福祉でまちづくり」の視点で
「誰もが安心して暮らせる地域社会をみんなで実現していこう」

ーご清聴ありがとうございました。ー
37



(参考) 地域共生社会の実現に向けて

1 地方自治の本旨

38



2 地域共生社会の実現に向けた取組の経緯

39



3 高知市のコミュニティ計画への取組

(1) 背景
〇市政の究極の目標 市民の命と暮らしを守ること
〇この目標に計画的、科学的に到達するために

1956年(s31) 高知市総合調査を実施
1967年(s43) 高知市基本計画策定以後約10年毎見直し
⇒ 1960年代からの高度経済成⾧策による環境と公害問題
→産業優先から生活と人間優先に大きく転換
⇒ こうした背景のもとで、高知市も人口急増とともに各種機能が集中し、土地や住宅、

交通や公害、社会福祉等の都市問題が一層複雑多様となり深刻化
これらの70年代の課題に挑戦し、さらには80年代の展望を開くため
「基本計画」改訂に取り組む
→その中で、地域の在り方と市民生活の場の形成をどう進めるかという

「都市の中のまちづくり」を「コミュニティ計画」として
新しくまとめる作業にとりかかる。 40



(2) 高知市の住民自治の変遷

〇昭和40年代 公害問題 ⇒ ① 住民闘争・要求の時代
〇昭和50年代 自治活動課発足

＜坂本市⾧＞ コミュニティカルテ ⇒ ② 住民参加の時代
〇昭和から平成へ 総合計画1990に地域コミュニティ計画を位置づけ

＜横山市⾧＞ ⇒ ③ 住民参画の時代
〇平成10年代 市民と行政のパートナーシップ条例

＜松尾市⾧＞ ⇒ ④ 住民と行政の協働の時代
〇平成から令和へ 少子高齢化社会・人口減少

＜岡崎市⾧＞ ⇒ ⑤ 地域共生社会の時代

41



(3) 高知市総合計画策定の経過

〇1957年(昭和31年～32年) 高知市総合調査(日本都市学会近畿支部)

〇1966年(昭和41年10月) 高知市総合計画審議会条例制定

〇1967年(昭和42年)        高知市基本計画⇒高知市の将来の経済発展の方向づけ

〇1969年(昭和44年)        地方自治法改正(地方自治法第2条の4)

⇒ 議会の議決を経て基本構想を定め、事務処理を行うようにしなければならない。

〇1973年(昭和48年)     高知市総合計画基本計画⇒都市問題への対応 →①

〇1980年(昭和55年)      高知市総合計画1980⇒市民生活と都市行政への対応 →②

〇1990年(平成2年)        高知市総合計画1990⇒市民とともに都市づくり推進 →③

〇2001年(平成13年)      高知市総合計画2001⇒21世紀の高知市の発展の方向 →④

〇2008年(平成20～21年)  高知市総合調査「地域の自然」「地域の社会」(高知大学)

〇2011年(平成23年)      高知市総合計画2011⇒環境を基軸とした共生都市 →⑤

〇2016年(平成28年)       高知市基本計画改定版⇒南海トラフ地震への対応

⇒客観的目標数値設定（ＫＰＩ）

42



(資料提供:高知市市民協働部地域コミュニティ推進課)

(4) 
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4 現状の生活課題・複合的な課題
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5 地域共生社会に資する取組

(1) 包括的支援体制の確立(厚生労働省社会・援護局資料)



46

(2) 地域共生に向けた取り組みの促進
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(3) 出会い・学びのプラットフォーム



48出典：高知市地域福祉活動推進計画中間見し追加版資料

(4) 



地域共生社会の実現に向けた地域力の強化

ほおっちょけん相談窓口
の設置

課題解決に向けた
地域づくり

相談の受けとめ

社福法人の公益的な取り組み

広報・周知 民児協(連合会)

●地域の関係者の協力によるチラシ配布
●小学校の協力によるチラシの配布

(一宮東小，旭小，旭東小，横内小)
●金融機関，量販店の協力によるチラシ配布

資源の発掘

身近な地域での開設

話し合いの場
町内会 地区 ボラン

社協 ティア

既存の社会資源の把握・整理

●生活支援体制の整備(人材の養成含)
●話し合いの場における資源の発掘

●窓口に寄せられる課題について住民とともに
検討する場の整備

●日々の暮らしの中での助け合い活動を促進

民児協 住民 多様な
主体

etc…

町内会
(連合会) 民児協 住民 多様な

主体

新たな社会資源の開発

etc…

【企画・立案・バックアップ体制】

地域の関係者との連携の仕組みづくり 相談窓口への研修・フォロー
行政 市社協

包括的支援体制の構築

住民と専門機関のネットワーク構築 個別支援から派生する新たな社会資源・仕組みづくり

薬局 社会福祉
法人

etc…

強化

「地域力の強化」
薬局・社会福祉法人の協力により，住民に身近な圏域に，行政と地域住民を含む多様な主体が協働して

「ほおっちょけん相談窓口」を設置し，生活に関するちょっとした困りごとなどをお聞きし，適切な支援に
「つなげる」仕組みを構築。

⇒2019年11月 モデル地区で開設（旭，一宮，春野，江ノ口西，三里）
●相談件数 ：101件 （2021.8月末現在）

⇒2021年９月 モデル地区を追加（秦，初月，高須，五台山，大津）
●開設箇所数：10地区 ５９か所（2021.9月現在）

モデル地区で「ほおっちょけん相談窓口」を開設する際には，民生委員，町内会・自治会など，地
域で活動するみなさんの趣旨の説明を行い，相談のつなぎ先となる地域の社会資源の把握などを行っ
ており，それぞれの地区の「おらんくならでは」のかたち（仕組）を一緒に考えています。 49
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江ノ口西地区の場合

薬局

高知新聞販売所

毎日屋あたご店

サニーマート

Coopよしだ

コープたんぽぽ

シルバー人材セン
ター

交番

民生委員児童委員

町内会長

後日談として・・・
参加していない民生委員にも定例会を通じて企業のサービスを周知
⇒企業への依頼件数UP 困っている人に情報が届く仕組みへ

広がるネットワーク

薬局

民生委員児童委員

町内会長

地域包括支援センター

回を重ねるごとに
参加者(組織)が増加！

それぞれの得意分野を活かして
課題の解決方法を検討

多様な主体が参加

“今あるもの”にフォーカスする
地域の中にすでにあるもの，企業や有償ボランティア団体がすでにやっているサービス etc…
“今あるもの”を見える化し，活用することで，地域の困りごとを解決するという視点

事 例
新規立上げ型

主任児童委員

既存会議活用型

主任児童委員
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